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1.財政 検 証 の基 本 方針

(1)経済前提の考え方

平成28(2016)年 度以降の長期の経済前提は、社会保障審議会年金部会の下に置か
れた経済前提専門委員会における検討結果の報告で示された範囲の中央値をとつて
設定した。経済前提専門委員会では、過去の実績を基礎としつつ、日本経済の潜在的
な成長力の見通しや労働力人口の見通し等を踏まえ、マクロ経済に関する基本的な関
係式を用いて推計される実質経済成長率や利潤率を用いて、長期間の平均的な経済
前提の範囲が推計されている。これは、長期的には、日本経済及び世界経済が現下の
金融危機に起因する混乱をЛ見した後、再び安定的な成長軌道に復帰することを想定し
た上で、その段階での平均的な経済の姿が見通されているものである。
平成27(2015)年 度以前の足下の経済前提は、内閣府「経済財政の中長期方針と10

年展望試算」(平成21年 1月 )に準拠して設定している。また、平成20(2008)年 度につい
ては、平成20(2008)年 12月 末における株価等の状況を繊り込んでいる。
詳細については参考資料 1のとおりである。

(2)被保険者数 (組合員数)の前提について

被保険者数の将来推計は、人 111の 推移については国立社会保障。人目問題″「究所
の直近σ)推計である「日本の将来推言十人口(平成 18年 12月 推計)」 を基礎とし、労働力
Ⅲlの 見通しについては独立行政法人労働政策研究・研修機構に,1る「労働 力需給σ)

推計 (平成20年 3月 )」 における「労働市場への参加が進むケース」を基礎としている。
また、女141については有配偶者・無配偶者等に区分けして推計を行っており、こυ)基

礎となる配偶関係別人日の見通しについては国立社会保障。人日問題研究所に,1る
「辮本の世帯数の将来推言|。 (全 |工1推計)(平成20年 3月 推計)」 を用いている。

鮮批1箸
碗蹴蓬瀾蠍盤2議浬躙鞘潮)鞘準X機認糊昴1

男性の第3号被保険者については、女性有配イ「1者の第2号被保険者に対する男性
の第3摯被保険者の比率を用いて推計し、女性σ)第 3号被保険者については、女性有
配偶人口か弓彼用者年金彼保険者を控除した1)σ )に 対する第3号被保険者の害1合を
直近の実績データを基に設定したものを用いて推計を行った。
第 1号‐

被保険者については、人日から被用者年金被保険者数及び第3号被保険者
数を控除司

~る
ことにより推計を行った。

こσ).1う に1手来の被保険者数の動向を見込むことにより、人日の推移、産業構造及び
雇用構造の変化、高齢者雇用。女子雇用の動向等、社会経済情勢の全般にわたる諸
要素を考慮したものとなっている.

詳細については参考資料2のとおりである。

(3)財政方式について

平成16年改正前においては、給付水準があらかじめ決められた中で、保険オ1・ (率 )を
どう設定するかということが財政方式σ)主要な論点であった。しかし、平成16年改正以
降においては、将来の保険料 (率 )があらかじめ固定されている中で、将来の給付水準
がどの程度となるのかという見通しを示すことにより、年金制度の運営にあたっての指針
を与えることが財政方式の主要な論点となっているところである。
長期的な年金財政の均衡については、将来にわたる全ての期間を視野に入れ財政

均衡を考える永久均衡方式ではなく、一定期 Fn3で区切つて財政均衡を考える有限均
衡方式により財政運営を行い、法律上、財政均衡を図る期間はおおむね100年間と
なっている。

感帰纂蔓蟹蹴爾贖T妻配明晟野雰!1年辱業員燿℃警搾復儀こ
としヽ平由

「
鬱Ю9年
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(4)給付水準や保険料率設定の考え方

平成16年改正において、保険料水準の上限を法定し、その保険料負担の範囲内で
給付を行うことを基本に、少子化等の社会経済情勢の変動に応じて、給付水準が自動
的に調整される仕組みを織り込んだ、保険料水準固定方式が導入された。
給付水準調整は、国民年金法において、保険料の上限が明記され、その負担の範

囲内で財政が均衡するよう調整を行うことが規定されており、国民年金財政が均衡する
ように基礎年金部分の給付水準を決定している。

(5)その他、財政検証を行うに当たって前提とした考え方 (特記すべき事項 )

基礎年金の2分の1を国庫で負担することとして推計を行っている。
国民年金第1号被保険者に係る保険料の納付率を、社会保険庁の日標に基づいて

80(/)と して推計を行つている。
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2.財政検証に用いた基礎数・基礎率とその作成方法

(1)基礎数・基礎率の種類

将来推計人口
日本の将来推計人口(平成18年 12月 、国立社会保障。人口問題研究所)

労働力率の見通し
労働力需給の推計 (平成20年 3月 、独立行政法人労働政策研究・研修機構)における
「労働市場への参加が進むケース」に準拠して設定

①基礎数

・被保険者

被保険者種男11・ 性。年齢・被保険者期間別 被保険者数
被保険者種別・性・年齢。被保険者期間別 彼保険者期間の平均
被保険者種別・性。年齢。被保険者期間別 保険料納付期間の平均
被保険者種別。性。年齢・被保険者期間別 保険料免除 (全額、3/4、 半額、1/4)期 間の平均
被保険者種男11・ 性。年齢・被保険者期間男11学生納付特例期間υ)平均
被保険者種別・性。年齢。被保険者期間別 若年者納付猶予期間の平均
彼保険者種別。性。年齢・被保険者期間別 付加年金納付期間1の平均

。受給待期者

被保険者種別。性・奮i齢・被保険者期間別 受給待期者教
彼保険者種邦||・ 性・年齢・被保険者期間別 被保険者力1間の平均
被保険者種別・性。年齢・被保険者期間別 保険料絆1付 j切問υ)平均
被保険者種男||・

|′L。 年齢。彼保険者期間別 保険料免除 (全額、3/4、 半額、1/4)期 間グ)平均
彼保険者f重別。

1生
。年齢・被保険者 llJl鼎 ]男 |1学生納付特例期間グ)｀ 14均

被保険者種別。性・11齢・被保険者期間別 若年者納付 JllFt‐ 予期間グ)平均
被保険者種別引11・ 年齢・被保険者期間別 付加年金納付期間σ)平均

・受給権者

年金種別・ヤL。 年齢舛ll老齢年金受給権者数。年金額 (給付の種類別 )

※年金種男||と は、老齢基礎年金、1目 法老齢年金、通算老齢年金、5年年金
年金種場|サ・|`L。 年齢・障害等級潟ll障害年金受給権者数。年金額 (給付の種類りll)

※年金種男||と は、 ‐般1障害基礎年金、20歳 前障lfム姜礎年金、|11法 障害年金
イート金種別・年齢

"|1遺
族年金受給権者数。年金額 (給付の種類別 )

※年金種

"||と

|■ 、遺族基礎年金 (妻 )、 遺族基礎年金 (「・)、 寡舛l年 金

(2)基礎率

(1)人 口学的要素
。彼保険者

被保険者種男11・ 性。句i齢ぷ1総 1党選力
被保険者種別・性・年齢別 死亡脱退力
年金種別・性。年齢男11年金発生害1合 (力 )

年齢。免除区分別 糸内付率
年齢・免除区分別 免除率
性。年齢別 付加年金納付率

・受給権者

年金種別・性。年齢別 年金失権率
年金種別。年齢別 カロ算害1合

年金種別。年齢別 被保険者であった者と遺族年金受給権者の年齢相関
年金種別・性別 障害基礎年金の等級害1合

○経済的要素

物価上昇率
賃金上昇率
運用利回り
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(2)基礎 数 日基 礎 率 に関 して特記 すべ き事 項

・ 基礎数 0基礎率設定の基本的な考え方

基礎数については、被保険者は1/100抽 出統計、年金受給者は全数統計を使用し作成。
逮礎率 (人 口学的要素)については、直近の被保険者や年金受給者等に関する統計資

料を基礎としつつ、生命表などの各種統計資料等も参考として作成。
基礎率 (経済的要素)のうち、平成28(2016)年度以降の長期の経済前提については、社

会保障審議会年全部会の下に置かれた経済前提専門委員会における検討結果の報告で   ・

示された範囲の中央値をとつて設定した。経済前提専門委員会では、過去の実績を基礎と
しつつ、日本経済の潜在的な成長力の見通しや労働力人口の見通し等を踏まえ、マクロ経   ―

済に関する基本的な関係式を用いて推計される実質経済成長率や利潤率を用いて、長期|

間の平均的な経済前提の範囲が推計されている。これは、長期的には、日本経済及び1士

界経済が現下σ)金融危機に起因する混舌Lを脱した後、再び安定的な成長 1ブL道 に復帰する
ことを想定した Lで、その段階での平均的な経済の姿が見通されているものである。
基礎率 (経済的要素)のうち、平成27(2015)年度以前の経済前提は、内閣府「経済財政の

中長期方針と10年展望試算」(平成21年 1月 )に準拠して設定している。また、平成20(2008)
年度については、平成20(2008)年 12月 末における株 fllli等 の状況を織り込んでいる。

・ 死亡率の改善について織り込んだか否た)(織り込んだ場合は、その考え方 )

将来推計人口における将来σ)死 亡率改善と1司 程度の改 iキを年度ごとに111。 年齢別に行つた。

・ マクロ経済スライドの設定方法と見込み方、期隅設定方法

財政均衡期1間 を
'μ

ttH 7(2105)年 度までとし、この期間の終了時に国民年金財政におけ
る積 t金が支出の 1イ]三 分となる.1う に、基礎句i金部分のマクロ経済スライドの終了時期を設
定。

-4-



(3)基礎数

①基礎数の元となる統計の概要と算定方法等
基礎 数 の種類 ア.元となる統計

[内 容 (表別、集計項目、集計対象等)、 使用年度、出所、抽出方法等 ]

イ.4午灰万沃

[概要、力E工・補正又は補完等の方法 ]

被保険者種別・

性・年齢・被保険
者期間別 被保
険者数・被保険
者期FE5、 納付期
間、免除 (全額、
3/4、 半額、1/
4)期間、学生納
付特例期間、若
年者納付猶予期
間、付加年金納
付期間の平均

被保険者種別・性・年齢・被保険者期間別 被保険者数 ,被保険者期間、
納付期間、免除 (全額、3/4、 半額、1/4)期間、学生納付特例期間、
若年者納付猶予期間、付加年金納付期間の平均(平成19年度末におけ
る被保険者の個票データを無作為に100分 の1で抽出)

被保険者種別別に被保険者数が実績に一致するよう補正

被保険者種別・

性・年齢・被保険
者期間別 受給
待期者数・被保
険者期間、納付
期間、免除 (全

額、3/4、 半額、
1/4)期間、学
生納付特例期
間、若年者納付
猶予期間、付加
年金納付期間の
平均

被保険者種別・性・年齢・被保険者期間別 受給待期者数・被保険者期
間、納付期間、免除 (全額、3/4、 半額、1/4)期間、学生納付特例期
間、若年者納付猶予期FE5、 付加年金納付期間の平均(平成19年度末に
おける被保険者の個票データを無作為に100分 の1で抽出 )

次の1～ 2を行つた上で、抽出倍率の逆数を乗じて作成
1 70歳以上の受給待期者の削除
2死亡推定者のデータの削除
受給待期者の最終資格記録時点の年齢からデータ基準年度末

時点の年齢までの死亡確率を求め、これを用いて受給待期者の
記録を削除する。

年金種別・性。年
齢別 受給権者
数・年金額 (給付
の種類別 )

年金種別・性・年齢311受給権者数。年金額 (給付の種類別)(平 成19年
度末・全数統計 )

遺族年金については、妻及び第1子に着目して推計を行つている
ため、この者に係る基本年金額と加給年金額に分けて計上してい
る。
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②基礎数を基に作成した資料
A.被保険者の性男1・ 年齢階級Bllの 加入期間別人数、平均被保険者期間

01号男性
年齢階級 被保険者数

平均被保険者期間

(月 数 )

20-24

25´ψ29

30-34

35´V39

40-44
45-49

50-54

55´ψ59

60歳以上

千 人

2,197

1,131

1,105

1,146

967

903

1,074

1,689

80

千 人

2,197

188

131

134

112

110

112

213

6

千 人

0

943

285

208

149

122

125

172

4

千 人

0

0

690

276

158

115

99

126

3

千 人

0

0

0

528

205

131

110

116

3

千 人

0

0

0

0

343

152

128

141

8

千 人

0

0

0

0

0

273

169

173

12

千 人

0

0

0

0

0

0

331

222

9

千 人

0

0

0

0

0

0

0

525

35

月

26

79

120

152

182

211

254

286

348

01号女性

年齢階級 被保険者数

15115～ 20120～ 25125～ 30130～ 351 35～

平均被保険者期間

(月 数 )

20-24

25-29

30´V34

35-39

40-44

45´V49

50-54

55-59
60歳以上

千 人

1.891

985

998

1,034

902

846

1,059

2,137

210

千 人

1,891

290

209

172

126

106

117

237

18

千 人

0

696

332

245

161

119

142

255

22

千 人

0

0

457

296

183

123

122

287

28

千 人

0

0

0

321

207

138

117

258

30

千 人

0

0

0

0

224

168

132

200

22

千 人

0

0

0

0

0

192

189

201

21

千 人

0

0

0

0

0

0

240

287

20

千 人

0

0

0

0

0

0

0

412

51

月

24

71

105

134

166

201

237

255

275



03号男性

年齢階級 被保険者数
平均被保険者期間

(月 数 )

20´ψ24

25-29
30´ψ34

35-39

40´‐44

45-49
50-54

55歳 以止

千 人

1

4

9

11

9

11

16

40

千 人

1

4

8

9

7

8

11

31

千 人

0

0

1

2

2

2

3

6

千 人

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

０

　

１

　

２

千 人

０

０

０

０

０

０

０

０

千 人

0

0

0

0

0

0

0

1

千 人

0

0

0

0

0

0

0

0

千 人

0

0

0

0

0

0

0

0

千 人

０

０

０

０

０

０

０

０

月

14

16

25

35

46

44

53

46

03号女性

年齢階級 被保険者数
平均被保険者期間

(月 数 )

20-24

25´ψ29

30´V34

35-39

40-44

45´V49

50-54
55歳 以 上

千 人

159

702

1,544

1,949

1,682

1.504

1,458

1.530

千 人

159

571

774

400

137

65

74

114

千人

0

131

648

735

259

99

79

118

人

０

０

２２

千

　

　

　

１

703

576

199

109

126

千 人

0

0

0

111

608

476

225

200

千 人

0

0

0

0

102

665

971

973

千人

0

0

0

0

0

0

0

0

千 人

0

0

0

0

0

0

0

0

千 人

0

0

0

0

0

0

0

0

月

19

37

63

106

160

210

225

216

(注 1)第 1号被保険者の被保険者期間は、平成19(2007)年度末に第1号被保険者であった者における新法の第 1号被保険者並びに
旧法の国民年金被保険者期間の月数を意味している。同様に、第3号被保険者の被保険者期間は、平成19(2007)年 度末に第
3号被保険者であった者における新法の第3号被保険者期間の月数を意味している。

(注2)抽出統計 (100分の 1)の結果である。
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B.各年金種別の受給権者の年齢階級別の人数、平均年金額

○老齢基礎年金
年齢階級 受給権者数 平均年金額

(月 額)

60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

95歳以上

千 人

657

6,976

6,438

4,969

1,448

円

34,000

56,452

56,826

55,222

52,706

○障害基礎年金
年齢階級 受給権者数 平均年金額

(月 額 )

20-24
25´V29

30-34
35´ψ39

40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75´V79

80-84
85´V89

90-94
95歳以上

千 人

72

93

124

139

127

126

142

204

189

157

113

69

35

16

6

3

円

73,720

73,095

73,248

73,780

74,641

75,075

74,229

73,286

73,067

73,751

74,488

75,266

76,346

77,3231

::|♀ ::|

○遺族基礎年金
年齢階級 受給権者数 平均年金額

(月 額 )

0～ 4

5～ 9

10～ 14

15～ 19

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45´V49

50-54
55-59
60-64
65´V69

70-74
75´V79

80-84
85-89

90歳以上

千 人

6

24

58

88

1

|

5

13

24

30

17

5

1

01

円

48,767

45,792

45,695

53,291

59,334

82,469

93,092

97,574

97,541

92,545

88,622

86,679

85,8581
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1号

必 Э～1年末澤 1～ 2年未満 2～ 3年未満 3～ 4年末澤 4～ 5年末渭 5～ 6年未満 6～7年末渭

20' 542,674 0 0 0 0 0 0
21雄 11,169 496.580 0 0 0 0 0
22備證 8,855 17.509 456129 0 0 0 0
23滝豊 6,339 9,761 20.729 323,303 0 0 0
24齢轟 5.635 7,346 12.478 23,439 254,683 0 0
25廟曼 4・ 126 5.233 11,371 13.987 20,427 195.803 0
26備詭 31924 5.635 81244 10.357 14,389 20,830 168.426
27崩置 3.220 4.729 5,729 8.251 10566 15,496 20.125
28島登 3.019 4,729 5.434 61433 10,666 11,471 15,396

29瑞豊 3.421 4025 4,327 6.339 91733 10.458 12,478
30濃豊 21918 3.623 61131 5.333 7,245 9,660 10250
31歳 3.012 5,736 5,233 5,226 6.239 10.063 10868
32廊登 4,025 4,327 5226 5,434 7.446 81251 8.949
33カ置 4.528 4,830 4,931 4,428 6,728 8.439 10,767

341 4,226 4.729 5,836 5.829 7,346 7.949 9351
35方登 3,824 4,931 6,038 8,251 7.446 iO,350 8.553

36カ豊 3.220 4,025 5.031 6,641 5,736 8654 8,453

37歳 4.226 3616 4,729 5.635 6.541 8,553 7245
38備登 4,722 4.528 4931 5,527 6.339 7,245 4.931

39涛轟 5.736 5,534 5,930 4,025 6,440 6742 5,427

t

③基礎数の具体的な数値 〈※資料が膨大になるため、一部を抜粋し、具体例として提示する。〉
〇年齢・被保険者期間別 被保険者数

1号女子

(注)期間は平成19(2007)年 度末に第1号被保険者であった者における新法の第1号被保険者並びに
旧法の国民年金被保険者期間の月数を意味している。

【以下、省略】
(上記の他、「2.(1)①基礎数」に掲載した被保険者に関する基礎数を使用)

木 0～ 1年未満 1～ 2年末渭 2～ 3年未満 3～ 4年末満 4～ 5年未満 5～ 6年未満 6～ 7年未満

20歳 536.958 0 0 0 0 0 0
21歳 15.668 438.395 0 0 0 0 0
22売観 119 24.159 3761329 0 0 0 0
23崩證 8,390 15.870 21120 212.264 0 0 0
24慮覧 8.794 111625 18.492 26,787 164.969 0 0
25廊豊 5,964 11.928 14.152 19,693 24.664 137.367 0
26備識 7.979 9,098 11,922 15.466 8.599 20.609 108,059
27造駐 5,054 8.491 9900 15,264 4847 18,391 21.935
28備a 5,357 8390 111726 11.113 41550 15.239 7,071

29崩豊 4,340 6.570 9,603 12,724 2421 13.027 6.060
30歳 3,235 6,166 7.581 11,720 2.307 12,332 3.830
31歳 5,762 8.289 8,990 9704 1,720 10.298 3,128

32歳 5,762 8.283 7379 8,996 0.905 12,421 1.612

33売記 5.756 7,063 7.581 10,917 1.006 11,726 0,102
34歳 4.448 6,874 8,788 8,485 0.816 10203 1.012

35島続 5.661 8390 6.166 7,480 9,805 10.513 2,111

36指詭 4,043 6.975 6,362 9.496 7,070 10.108 2,130
37備證 4,448 8,087 6773 7.979 8`794 7.885 8.182

38歳 5.964 61065 7.177 6,969 7.480 7878 81074

391詭 5,351 4、 953 5,863 6867 71575 6.166 8,390
t
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〇年齢・被保険者期間別 受給待期者数
1号男子

木 Э～ 1年末渭 1～ 2年末瀞 2～ 3年末浦 3～ 4年未満 4～ 5年末洒 5～ 6年末漏 6～ 7年未満

20歳 16.905 0 0 0 0 0 0

21歳 81.878 14.490 0 0 0 0 0

22売続 83849 45,869 171710 0 0 0 0

23廊轟 781584 51,074 73.086 17.509 0 0 0

24島壺 76.741 45.523 61,632 90,620 15698 0 0

25備置 69,068 491623 46.859 85.042 82170 i3,081 0

26歳 74,559 38.052 33.331 85.902 78,407 52.202 10.566

27菌駐 68.897 43.856 28.137 82.836 77.555 54.586 31,576

28満説 66.565 47347 21 240 85,108 77.220 54,236 36,796

29病置 75,652 45,818 21 866 91384 80,193 50,713 36.075

30歳 84.918 44.501 15401 96.235 76.434 52.702 34,545

31託 86.990 45489 09,203 90,180 75.999 45,538 30,721

321駐 91281 48,570 11,643 85,614 68.735 48,734 27.500

33浩能 93.638 48,150 07.673 91858 661787 40.296 27.386

34鵬薔 96.616 49.637 05209 85,299 66.545 38.155 24,549

351健 94.386 45.218 97,457 83,139 63.602 40.235 23,348

36務続 98129 46,878 99,067 77.573 58.362 35125 23,128

37売詭 78036 98,163 81,408 55,795 43.649 26,293 18,814

38歳 123,323 80,912 58,487 36303 24,282 17,794 15.102

39浩證 114,463 61.893 39.022 28347 18,982 17,695 13,713

t

1号女子

沐 0～ 1年末漏 1～ 2年末瀞 2～ 3年末溺 3～ 4年末渭 4～ 5年末漏 5～ 6年未満 6～ 7年末渭

20歳 25.878 0 0 0 0 0 0

21歳 31 285 21.834 0 0 0 0 0

22慮證 29641 77,418 19,914 0 0 0 0

23売證 20,826 79,525 80,492 18.296 0 0 0

24歳 25,349 81,429 74.487 66.703 11928 0 0

25島騒 12.302 79.090 59.499 74773 44,671 10,007 0

26滝證 14.404 73330 40,077 82,030 54.660 36.789 9,300

27歳 13,287 74,841 31.983 78.581 51,931 36,372 25,362

28売置 22.569 88.064 32 78467 51,421 36.470 24.456

29島證 28.002 88.571 19236 86,047 51,320 38.896 27283

30歳 37.993 95.627 13468 81,604 55,749 38,283 27780

31歳 46378 94713 14.670 77.362 56.853 39894 27,886

32崩證 61,400 95,222 08,407 75.324 52.907 36,769 27,782

33歳 72,803 106.111 03.563 75.022 47757 371980 25,760

34滝続 92.103 98,236 03.849 75,823 47.239 36.856 29.488

35慮詭 98.263 99.954 01 416 68.335 49.679 34.943 26,160

36崩置 891063 105,688 91,998 59,760 39670 28,173 22.325

37満設 86.174 103.509 77156 49,046 36.850 29.576 22714

38涛豊 209.981 95,556 55,188 38.659 28.774 22.409 20,702

391證 219,491 821034 54,386 35,721 29.683 24,331 19,387

(注 )期間は1号被保険者期間に係る期間の合計である。

【以下、省略】
(上記の他、「2.(1)①基礎数」に掲載した受給待期者に関する基礎数を使用)
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〇年齢・性別 受給権者数

老齢年金

年齢

男子 女子

老齢基礎 旧法老齢 通算老齢 5年年金 老齢基礎 旧法老齢 通算老齢 5年年金
60歳 41,174 0 0 0 46,326 0 0 0
61歳 51,922 0 1 0 62.907 0 0 0
62歳 46,536 0 0 0 55,519 0 0 0
63藍逮 63.457 0 0 0 90,050 0 0 0
64歳 78,837 0 1 0 119,864 0 0
65清置 666.931 0 8 0 717.812 0 3 0
66満撓 763.285 0 16 0 886.029 0 0
67諦 697.512 0 16 0 772071 0 0
68商説 622,461 0 21 0 6871934 0 4 0
69指焼 571,815 0 25 0 640.634 0 10 0
70歳 646.559 0 33 0 732.159 0 13 0
71歳 615.427 1 37 0 703.441 1 13 0
72滝置 618,153 0 55 0 717,758 0 20 0
73歳 562.292 1 63 0 667,406 0 0
74瑞置 531,936 0 68 0 642,638 0 59 0
75歳 532.501 0 81 0 657.370 0 0
76歳 482.893 0 62 0 606.472 2 50 0
77満縫 429,282 48 2,385 0 543,817 18,418 0
78歳 378,888 41 2.587 0 497,858 45 18,543 0
79歳 353.074 2.818 0 486.543 19,636 0
80売置 305,181 60 2,876 0 441,577 60 18,858 0
81歳 278.470 66 2.884 0 422.569 93 18,282 0
82カ詭 0 85,011 48.049 0 211,851 162.794 0
83滝詭 0 73,367 39.387 0 0 94,383 :43.051 0
84歳 0 63.196 32270 0 0 87,324 129.769 0
85滝趣 0 53.155 25,237 0 0 75.141 114129 0
86歳 0 47,050 21.356 0 0 64982 101.021 0
87商駐 0 42,710 17.965 0 0 57,086 87510 0
88売護 0 36.064 14,727 0 0 36.364 68419 0
89慮轟 0 28.029 10922 0 0 14,540 49.594 0
90歳 0 25,229 8669 0 0 081154 40160 0
91歳 0 22.476 6,380 0 0 97.992 30,069 0
92窮駐 0 20.487 3.445 0 0 91.746 16.889 0
93浩置 0 17146 2,532 0 0 77.223 12.634 0
94歳 0 14,146 1,683 0 0 64762 8.642 0
95備置 0 10,884 1025 0 0 511830 5127 0
96崩置 0 8.872 603 0 0 42.465 2.718 10
97務攪 0 2,927 164 21729 0 16,108 499 18398
98売撻 0 2,160 94 21173 0 11,728 322 13676
99壷證 0 1.727 102 1.593 0 8,741 223 10,090

t

【以下、省略】
(上記の他、「2.(1)①基礎数」に掲載した受給権者に関する基礎数を使用)
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